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新たな架橋を含む広域幹線道路整備効果検討業務委託仕様書 
 
 
１ 適用範囲 

本仕様書は渡良瀬川及び利根川架橋促進協議会（以下「発注者」という。）が実施する「新た

な架橋を含む広域幹線道路整備効果検討業務委託」（以下「本業務」という。）に関し、受注者

が遵守しなければならない主な仕様を定めるものである。 

 

２ 業務履行期間 

本業務の履行期間は、契約締結日から令和９年３月 10日（水）までとする。 

 

３ 業務目的 

本業務は、渡良瀬川及び利根川への新たな架橋を含む広域幹線道路の整備促進のため、   

「構想段階における道路計画策定プロセスガイドライン（平成 25 年７月 国土交通省道路局）」

及び将来交通量推計結果に基づき、地域課題及び整備効果を定量的・定性的に整理するととも

に、当該道路の必要性並びに期待される効果を示すことを目的とする。 

 

４ 準拠する法令等 

本業務は、本仕様書、契約書による他、次の法令及び諸規定等に準拠して実施するものとす

る。 

（１）本業務に関する協議会構成市町及び関係自治体の関連計画など 

（２）道路構造令の解説と運用（令和３年３月） 

（３）各県（栃木、群馬、埼玉）の道路設計に係る業務委託共通仕様書など 

（４）その他関係法令、通達など 

 

５ 主任技術者（管理技術者）並びに照査技術者の選任等 

（１）受注者は、業務の円滑な進捗を図るため、主任技術者（管理技術者）、照査技術者及び主

担当技術者を配置するものとし、各資格実績証明書とあわせて、技術的と直接的かつ恒常

的な雇用関係にあることを証明するものとする。 

（２）主任技術者（管理技術者）と照査技術者は兼務することができないものとする。 

（３）主任技術者（管理技術者）と照査技術者は、技術士（総合技術監理部門（建設－都市及

び地方計画、または建設－道路））、又は技術士（建設部門（都市及び地方計画、または

道路））の資格を有する者を配置するものとする。 

 

６ 貸与資料等 

本業務にあたり、発注者は受注者に必要な資料を貸与するものとする。受注者は貸与資料の

受け渡し時に借用書等を提出し所在を明らかにするとともに、資料の汚損・亡失等の無いよう

に厳密な管理を行うものとする。また、本業務完了後は発注者に速やかに返納するものとする。 

 

７ 質疑及び協議 

受注者は、本仕様書に疑義が生じた場合、本仕様書により難い事由が生じた場合、あるいは

本仕様書に記載のない細部については、速やかに発注者監督員と協議し、解決を図るものとす

る。 

 

８ 工程管理 

受注者は、作業実施計画書及び作業工程表に基づき適切な工程管理を行わなければならない。 
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９ 成果品の瑕疵 

受注者は、業務完了後、受注者の過失または粗漏に起因する成果品の不良箇所等が発見され

た場合は、発注者が必要と認める訂正、補足及びその他の必要な作業を速やかに受注者の負担

において実施しなければならない。 

 

10 成果品の帰属 

本業務において作成された全ての成果品の所有権及び著作権等の諸権利については、納入さ

れた時点で全て発注者に帰属するものとし、受注者は発注者の許可なく他に公表、貸与又は使

用してはならないものとする。 

 

11 業務内容 

１． 計画準備 
業務目的、基本的な条件及び業務内容を理解した上で、具体的な作業等を整理し、作業ス

ケジュールを含めた業務計画書を作成する。なお、業務予定スケジュールは次のとおり想定
している。 

 
２．道路整備効果の検討 
２－１ 将来交通量推計の実施 

（１）ＯＤ表の設定 
貸与するＨ27道路交通センサスベースのＢゾーンＯＤ表（現況・将来）を基本とし、対象

地域（広域幹線道路の整備の影響を受ける地域）においては、地域特性を考慮し適宜ゾーン
細分等を行う。 
なお、ゾーン細分化にあたっては、夜間人口等を元に、ＯＤを分割する。 
 

（２）道路ネットワークデータ作成（現況・将来） 
  既存の道路ネットワークデータを基本に、最新の道路整備状況を反映した道路ネットワー
クデータを作成する。 
なお、将来ネットワークについては、道路整備計画について各地域（栃木県・群馬県・埼

玉県）への意見照会を行い、将来道路ネットワークに反映すること。 
 

（３）現況再現 
  上記で設定したＯＤ表・道路ネットワークデータを用いて、現況交通量の再現予測を行う。 
現況再現にあたっては、Ｈ27道路交通センサスの断面交通量での検証を基本とするが、対象
地域（広域幹線道路の整備の影響を受ける地域）において交通量調査結果がある場合には、
その調査結果を活用すること。 

 
（４）将来交通量推計 
  実施する将来推計ケースは４ケース（未供用時、全線供用時、北側（国道 354号より北側）
のみ供用、南側（国道 354号より南）のみ供用）とする。 
なお、推計の対象は、３県（栃木県、群馬県、埼玉県）を跨ぐ形を想定し、路線周辺地域を

含むことを想定する。 
また、将来道路ネットワーク整備後の周辺道路における利用ＯＤ・経路等交通流動分析を

実施するものとする。 
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２－２ 概算事業費の算出 
２－１で作成した推計結果、同規模の他事例等を基に概算事業費（測量費、調査費、設計

費、用地費、補償費、工事費、間接経費等を対象）を算出する。（道路概略設計は含まない。） 
 

２－３ 整備効果の整理 
（１）地域課題の見直し 

令和７年度協議会報告書を踏まえ、最新のデータでの更新や新たな視点で対象区間及びそ
の周辺の地域・交通課題を整理する。 
１）交通実態データの整理 

    最新の道路交通センサス（交通量・混雑度等）、ビッグデータ（国土交通省ＨＰでのオー
プンデータもしくは国土交通省からＥＴＣ2.0データの貸与を想定）を整理し、現況課題を
整理する。 

 
   ２）地域課題の見直し・設定 
    既存統計資料、令和７年度協議会報告書等を活用し、構想段階における道路計画策定プ

ロセスガイドラインの評価項目（交通、環境、土地利用・市街地整備、社会・地域経済、事
業性等）毎に地域課題を定量的・定性的に整理を行う。 
なお、評価項目については、近年の新規事業採択事例を収集・整理した上で、地域課題

項目を設定する。 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 

※構想段階における道路計画策定プロセスガイドライン（平成 25 年７月 国土交通省道路局） 

 

（２）整備効果の算定 

上記で設定した地域課題に対して、交通量推計結果を活用し、広域幹線道路の整備により
期待される各種効果（産業・物流、観光、防災、生活、医療等）を定量的に試算する。 

 
２－４ ニーズの把握 
商工会議所・観光協会・トラック協会等へのヒアリング調査を実施し、道路交通に関する

現状の課題や道路整備に対して期待する整備効果について調査する。 
ヒアリング調査は、協議会構成市町ごとに３機関、合計で 12機関程度を予定する。 

 
２－５ 整備効果のとりまとめ 

   上記項目より、広域幹線道路の整備効果について定量的・定性的にとりまとめを実施する。 
とりまとめにあたっては、他地域での新規事業採択評価資料を参考として、とりまとめ  

を行う。 
 
２－６ 整備ルートのイメージ図（パース図）の作成 

   整備ルートのイメージ図（パース図）を４パターン（全体、各県の主要視点場）作成する。 
 
３．報告書の作成 
 検討結果を踏まえて、最終報告書を作成する。 
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４．打合せ 
 打合せ協議は、当初、中間３回、業務終了時の計５回を基本とし、必要に応じてＷeb打合せ 

 を実施する。 
 
５．成果品 

本業務の成果品は以下のとおりとする。 
・報告書（Ａ４版、ファイル綴じ）：４部 

・電子データ：４部（※） 

 ※閲覧用として PDF形式（.pdf）、編集可能な元データとして Word（.docx）、Excel（.xlsx）、
PowerPoint（.pptx）等の一般的に利用可能な形式とする。 


